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秋
選
管
告
示
第
十
四
号

公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
六
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

田

勝

美

公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
ビ
ラ
の
届
出
等
）

（
ビ
ラ
の
届
出
等
）

第
十
条
の
二

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
、
参
議
院
秋
田
県
選

第
十
条
の
二

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
、
参
議
院
秋
田
県
選

出
議
員
、

知
事
又
は
県
議
会
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
法
第
百

出
議
員
又
は
知
事

の
選
挙
に
お
け
る
法
第
百

四
十
二
条
（
文
書
図
画
の
頒
布
）
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、

四
十
二
条
（
文
書
図
画
の
頒
布
）
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
又

第
三
号
又
は
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
第
三
号

は
第
三
号

の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
第
三
号

様
式
の
二
そ
の
一
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

様
式
の
二
そ
の
一
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

略

２

略

３

略

３

略

（
証
紙
）

（
証
紙
）

第
十
条
の
三

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
、
参
議
院
秋
田
県
選

第
十
条
の
三

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
、
参
議
院
秋
田
県
選

出
議
員
、

知
事
又
は
県
議
会
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
法
第
百

出
議
員
又
は
知
事

の
選
挙
に
お
い
て
法
第
百

四
十
二
条(

文
書
図
画
の
頒
布)

第
七
項
の
規
定
に
よ
り
県
委
員

四
十
二
条(

文
書
図
画
の
頒
布)

第
七
項
の
規
定
に
よ
り
県
委
員

会
が
交
付
す
る
証
紙
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、

会
が
交
付
す
る
証
紙
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は

第
三
号
又
は
第
四
号
に
規
定
す
る
ビ
ラ
に
あ
つ
て
は
別
記
第
三

第
三
号

に
規
定
す
る
ビ
ラ
に
あ
つ
て
は
別
記
第
三

号
様
式
の
三
そ
の
一
に
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
ビ
ラ
に
あ

号
様
式
の
三
そ
の
一
に
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
ビ
ラ
に
あ

つ
て
は
別
記
第
三
号
様
式
の
三
そ
の
二
に
よ
る
。

つ
て
は
別
記
第
三
号
様
式
の
三
そ
の
二
に
よ
る
。

２

略

２

略

秋
田

県
知

別
記
第
七
号
様
式
そ
の
２
、
第
八
号
様
式
そ
の
２
、
第
九
号
様
式
そ
の
２
、
第
十
号
様
式
の
二
、
第
十
一
号
様
式
そ
の
２
中
「

」
を
「

（

）
」
に
改
め
る
。

事
選

挙
選

挙
選

挙
区

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


